
登録政治資金監査人に対する個別の指導・助言の実施スケジュール

年 月 平成２６年分の収支報告書（定期分） 平成２７年分の収支報告書（定期分） 平成２８年分の収支報告書（定期分）

H26 12
【平成２６年度第５回委員会】
　個別の指導・助言の枠組みについて決定
①個別の指導・助言に係る確認項目を提示
（都道府県選管等へ通知）

H27 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

＜末日＞
要旨公表期限

12
【平成２７年度第４回委員会】
　個別の指導・助言に関する審議・
　対象者の決定

【平成２７年度第４回委員会】
　個別の指導・助言の継続実施について決定
　　※確認項目等は平成２６年分と同様
①個別の指導・助言に係る確認項目を提示
（都道府県選管等へ通知）

H28 1
2 　　　　　　【平成２７年度第５回委員会】

　　　　　　　個別の指導・助言に関する審議・
　　　　　　　対象者の決定
　　　　　　　（１２月６日以降報告分）

3
4
5
6
7
8
9
10
11

＜末日＞
要旨公表期限

12
【平成２８年度第４回委員会】
　個別の指導・助言に関する審議・
　対象者の決定

【平成２８年度第４回委員会】
　個別の指導・助言の継続実施について決定
　　※確認項目等は平成２７年分と同様
①個別の指導・助言に係る確認項目を提示
（都道府県選管等へ通知）

H29 1
2 　　　　　　【平成２８年度第５回委員会】

　　　　　　　個別の指導・助言に関する審議・
　　　　　　　対象者の決定
　　　　　　　（１２月７日以降報告分）

3
4
5
6
7
8
9

10
【平成２９年度第３回委員会】
　個別の指導・助言の方針について確認

11
＜末日＞要旨公表期限

12
【平成２９年度第４回委員会（12月下旬）】
　個別の指導・助言に関する審議・対象者の
　決定

H30 1

2

3

【注】①～⑤は、資料１－１中「登録政治資金監査人に対する個別の指導・助言の枠組み（イメージ）」の図中の数字に対応している。

　【平成２９年度第５回委員会（２月中旬）】
　個別の指導・助言に関する審議・
　対象者の決定
　（１２月５日以降報告分）

⑤個別の指導・助言

④都道府県選管等

からの報告

＜１２月５日まで＞

選管における受付・確認

②政治資金監査報告書の作成

（政治資金監査を実施）

＜１月～５月＞

③政治資金監査報告書の提出

＜５月末日期限＞

⑤個別の指導・助言

④都道府県選管等

からの報告

＜１２月６日まで＞

選管における受付・確認

②政治資金監査報告書の作成

（政治資金監査を実施）

＜１月～５月＞

③政治資金監査報告書の提出

＜５月末日期限＞

⑤個別の指導・助言

④都道府県選管等

からの報告

＜１２月４日まで＞

選管における受付・確認

②政治資金監査報告書の作成

（政治資金監査を実施）

＜１月～５月＞

③政治資金監査報告書の提出

＜５月末日期限＞

資料１－２


